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寿都町、神恵内村の地質からみる「文献調査段階の評価の考え方」の問題 

                        岡村 聡（北海道教育大学名誉教授） 

 

水冷破砕岩の脆弱性 

寿都町と神恵内村の大部分を占める水冷破砕岩は、海底火山活動の産物であり、土

石流による再堆積の頻度が高く、きわめて不均質な様相を呈している。さらに多数の

岩脈はマグマの冷却収縮による割れ目が顕著である。このような場所において処分場

を建設すれば、空洞形成に伴う応力の開放によって、岩盤の亀裂が容易に生じて高透

水性となり、割れ目から地下水が浸出する恐れがある。もし地震が直撃したら、核の

ゴミを格納するガラス固化体が破壊され、岩盤の無数の割れ目に沿って地下水ととも

に放射性核種の浸出は避けられない。水冷破砕岩主体の不均質で脆弱な地質特性は、

岩脈による高透水性の事例（青函トンネル掘削）や、トンネル崩落事故（資料１、２）

による未固結堆積物に匹敵する強度として指摘されている。しかし、経産省が示す「文

献調査段階の評価の考え方」（以下、評価の考え方）では、上記の脆弱な岩盤につい

て、明確な評価基準が示されていない。 

 

活断層・地震の影響評価 

断層運動について、「科学的特性マップ」では第四紀に活動した活断層とその長さ

の100分の1以内の領域を避けるとされていたのに対し、「評価の考え方」では、第四

紀の活動履歴がない場合でも長さ10キロメートル以上の大規模断層を避けるとされ、

より安全面に配慮した提案となっている。しかしそれでもなお、断層運動を引き起こ

す内陸型地震は、地表には現れない伏在断層の発生の可能性もあり、事実、2018年の

北海道胆振東部地震（M6.7）の場合、震源が石狩低地東縁断層帯の東側15 km、しか

も20～40 kmの上部マントルに達する深度で発生した（資料３）。このような地震発
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生は十分解明されているわけではなく、最終処分場としての適地の評価は困難と言わ

ざるを得ない。 

日本列島において、長い地質時代を通して形成された地質構造、すなわち、深い堆

積盆形成から逆断層を形成する圧縮場に転換し、地殻上部にひずみが集中して顕著な

内陸地震活動域になったこと、水平圧縮応力を受け続けている日本列島の広域的な岩

盤の脆弱性を考慮すると、地層処分に影響を与える今後 10 万年間の地質環境の変動

について、地層処分の安全性を保証するに十分な科学技術的水準に達しているのか、

といった課題は最も重視すべき視点である。現在の日本列島の地質条件において、過

去 10 万年の地質は明らかにできても、今後 10 万年の地殻の挙動を予測し地震の影

響を受けない場所を選定するのは、今の地質学や地震学の水準ではできないというの

が現状とみるべきである。 

 

「対話の場」で示された検討事例 

寿都町と神恵内村の「対話の場」では、「文献調査段階の評価の考え方」に沿った

具体的検討事例が紹介されており、これから公表予定の「文献調査報告書」の内容を

示唆している。これらの事例の特徴は、断層・火山・岩石特性などのデータの評価に

おいて、重要な文献が抽出されていない、学会レベルや国の機関の見解よりも、電力

会社（泊原発を管理する北海道電力）の見解が優先されている、評価基準を一面的に

捉えているなど、客観的・科学的な検証が不十分で、高レベル放射性廃棄物処分の安

全性重視という前提条件が軽視されている。 

 

断層の基準 

寿都町の対話の場の資料では、断層の事例として、処分場を設置する深さに分布す

る「可能性が高い」のは、黒松内低地断層帯のうち「白炭西・白炭東」のみであり、
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それ以外（樽岸、丸山東、歌棄など）は、「可能性が高いとは言えない」としている

（資料４）。しかし、白炭西・白炭東の両断層は、トレンチ調査や地震探査によって

変動が明らかにされている事例に過ぎず、地震調査研究推進本部が認定した黒松内低

地断層帯の範囲を、意図的に狭く認定している。寿都町と蘭越町の境界に沿う尻別川

断層は、「可能性が高いとは言えない」とされている。しかし、本断層は、北海道電

力の調査資料によって、中期更新世以降に活動し南北約16 kmで 60度西傾斜の逆断

層と認定されており、寿都町の地下に分布することが確実視されている（資料５）。 

神恵内村は、活断層について「該当することが明らかまたは可能性が高いとは言え

ない。」ないし「該当しない可能性が高い」としている（資料６）。しかし、積丹半

島西方沖には、長さ約 30km で東側に傾斜する活断層が存在することが、地震調査研

究推進本部が示しており、学会発表でも指摘されている。この断層について、北海道

電力は、泊原発の安全審査に関する資料で、活断層ではないと否定しているのに対し、

原子力規制委員会は、地震性隆起による断層の可能性が否定できないとして再検討を

指示し、2023 年 6 月の審査会合において、北海道電力は、積丹半島西方沖の断層と

して、神恵内村の地下に達する東傾斜の断層モデルを提示するに至った（資料７、８）。 

 

第四紀火山の基準 

「評価の考え方」の基準では、第四紀火山とその活動中心から約15 km以内を不適

地としている。寿都町の対話の場の資料では、寿都町北東部に「磯谷溶岩」が第四紀

火山の候補として指摘されているが、「該当することが明らかまたは可能性が高いと

は言えない」とされている（資料９、１０）。しかし、磯谷溶岩の下位に堆積する磯

谷層中の岩脈から 230 万年前の年代が報告されており（新エネルギー総合開発機構、

1986）、本溶岩がその磯谷層の上位に重なることから、更新世火山とされている。し

たがって、磯谷溶岩を第四紀火山と認定し、その分布範囲を中心とした15 km圏内を

不適地とすべきである（資料１１）。 
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寿都町に近接するニセコ・雷電火山群は、西端の雷電山から東端のニセコアンヌプ

リまで活動中心を移動する火山群である。対話の場の資料によると「西側の火口など

を確認する必要がある」とされているが、この火山群の活動推移の特徴から、西側の

雷電山の山体頂部を中心とした 15 km 圏内を該当範囲として設定すべきである（資

料１２）。 

神恵内村においては、熊追山安山岩と石英安山岩岩脈が第四紀火山岩であることが

示されている（通産省資源エネルギー庁、1985）（資料１３、１４、１５）。前者は、

神恵内村にひろく分布する水冷破砕岩（新第三紀中新世古宇川層）を不整合におおう

安山岩溶岩であり、その分布範囲を中心に15 kmの範囲を不適地とすべきである。 

 

新たな火山の基準 

寿都湾の内陸側では、地下10 kmと 30 kmを震央とする地震が確認されている（資

料１６）。このうち30 km深度は低周波地震からなり、地殻深部の部分溶融域やそこ

から上昇する流体の存在が指摘されている。しかし、この観測データに関する対話の

場での見解は、「評価の考え方」の基準の「新たな火山が生じる」可能性に照らして、

「該当することが明らかまたは可能性が高い」と言えないとされている。仮に、この

観測データが、地層処分地の不適地の評価にあたらないのであれば、本基準が、地層

処分の安全性を保証する基準にはなり得ないことは明らかである。 

 










